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別記様式（第８関係）

会 議 録

会議の名称 令和７年度第２回 日向市国民健康保険運営協議会

開催日時 令和７年 11 月 26 日（水） 19 時 00 分から 21 時 00 分

開催場所 本庁４階委員会室

出 席 委 員

報告・審議
(報告) 令和６年度日向市国民健康保険事業特別会計決算について

(審議) 令和８年度日向市国民健康保険税の税率について

会議資料の名称

及び内容
会次第・説明資料（冊子）

記録方法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録

○被保険者代表

山本 実範 奈須 克悟 寺原 良博 海野 真里

○保険医代表

甲斐 史朗

(欠)

新名 克彦 長友 俊樹

(欠)

石﨑 美代子

○公益代表

鈴木 道雄 野口 洋 竹田 裕見子

(欠)

治田 里美
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会 議 内 容

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 副市長あいさつ

副市長 黒木 升男

４ 会長選任

５ 会長あいさつ

会長 鈴木 道雄

６ 会議録署名委員の選出

◇ 議事進行（鈴木 道雄 会長）

７ 報告・審議

（報告）令和６年度日向市国民健康保険事業特別会計決算について

【事務局】

１ 令和６年度日向市国民健康保険事業決算総括

①国民健康保険事業特別会計の決算状況

歳入については、保険税の収納率の向上や国県の補助金交付金の確保などに努めましたが、保険

税において、被保険者数の減少等により、収納額は前年度より約 5,100 万円減の 10 億 3,245 万円と

なった。国県の補助金交付金については、社会保障・税番号制度システム整備に係る補助金、普通

交付金、保険者努力支援交付金や県２号繰入金の確保に努め、合計で 47 億 8,928 万円を確保した。

歳出については、国保事業費納付金において前年度より 6,557 万円減の 16 億 3,305 万円を支出し

た。

令和 6年度決算としては、保険税収入が大幅な減少となったため、その補填のため国民健康保険

基金を 1億 2,000 万円取崩し、繰入れを行った結果、歳入の合計が 66億 218 万 1,000 円、歳出の合

計が 64 億 7,398 万 9,000 円となり、決算余剰金は 1億 2,819 万 2,000 円となった。

決算余剰金については、日向市国民健康保険条例に基づいて、2分の 1を基金に積み立て、残り

の 6,319 万 2,000 円を次年度への繰越金とした。

②国民健康保険税の収納状況

保険税の収入がかなり減っていますが、令和 6年度は、物価高騰の影響等もあり保有基金を最大

限活用することとし、税率を据え置いた。

収納率を向上させるために、口座振替やコンビニ収納、スマートフォン決済の推進に取り組んだ。

収納率については、現年度が 94.8％で前年度比 0.29 ポイント、滞納繰越分が 21.67％で前年度比

第２回 寺原 良博 委員、海野 真里 委員
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0.77 ポイントそれぞれ下回る結果となった。

③医療費の状況

令和 6年度における医療費の費用額 10 割は約 53 億 3,488 万円で、前年度と比較すると

約 2億 3,742 万 6,000 円の減となった。全体医療費は減少したが、一人当たりの医療費は 470,614

円となり、前年度と比較して 9,139 円の増となった。

被保険者数の減少や医療技術の高度化などにより、今後も一人当たりの医療費は増加するものと

見込まれている。

２ 国保保健事業の実施

①特定健診・特定保健指導の取組

特定健診と保健指導については健康増進課で実施した。

令和 6年度の特定健診の受診率は、35.3％で、令和 5年度の 35％から 0.3 ポイントの増となった

が、県の平均 39.1％より低い状況となった。

特定保健指導の受診率は、90.8％で、令和 5年度の 88.2％から 2.6 ポイントの増となり、県の平

均 50.8％より高い状況となった。

続きまして詳しく、特定健診について説明いたします。

受診しやすい環境づくりとして、他の検診との同時実施や休日健診の実施、節目年齢の受診者の

健診費用無料化などに継続して取り組んだ。

健診の継続受診を目的として、前年度集団健診を受診した方には、自動予約を行い、健診セット

を事前送付し、受診に繋げた。

また 40 歳到達者に対しては、健診受診への意識付けを図るために特定健診受診券を同封し、健診

セットの送付を行った。

医療機関で治療中の方については、情報提供事業への協力をお願いするため、文書通知や電話に

よる受診勧奨を行った。

未受診者対策としては、過去 5年間健診未受診者および医療機関未受診者の方に対する電話勧奨

や訪問を実施した。また、令和 5年度に実施した事業所アンケートに回答いただいた事業所を訪問

し、健診や情報提供助成事業を含めた保健事業について説明を行った。

特定保健指導については、対象となる方を管理栄養士が訪問し、特定保健指導に取り組んだ。

また令和 5年度からは集団検診当日に、初回面接の分割保健指導の取り組みに力を入れ、昨年度

は集団検診の全会場で、この特定保健指導も実施した。

②国保保健事業

国保保険者として被保険者の健康増進を図るため日向市民健康管理センター、日向市東郷町保健

福祉総合センターを拠点とし、関係機関との連携および地域住民の参加・協力による、各種保健事

業の取り組みを行った。具体的には必須事業として、特定健診未受診者対策・生活習慣病重症化予

防における保健指導。一般事業として健康教育を実施し、歯科にかかる保健事業にも取り組んだ。

３ 医療費適正化対策事業の実施

医療費の抑制を図り、国保財政の安定化を図るため次のような事業を実施した。

重複・頻回受診者適正受診訪問保健指導として職員２名で巡回し、保健指導を行った。あわせて、

重複・多剤投与者訪問保健指導も行っている。また、ジェネリック医薬品差額通知書を年３回送付

し、利用促進を図っている。その他、レセプト内容の点検や市の広報において、セルフメディケー

ションについて随時広報している。
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＜決算状況表より＞

５ページに歳入、６ページに歳出の状況を記載している。

歳入合計から歳出合計を差し引くと、1億 2,819 万 2,000 円が余剰金となる。6,500 万円を基金積

立金、残りを次年度繰越金としている。

８ページに国民健康保険基金積立金の状況を記載している。

各年度ごとに年度末の残高を記載しており、現在は 3億 1,217 万 9,000 円の基金が残っている状

況である。

資料９ページには被保険者の推移、保険税収納額および収納率の推移および特定健診受診率の推

移を記載している。

被保険者の推移は年々減少傾向にある。

資料１２ページには１人あたりの医療費用を記載している。日向市は１人あたり 47 万 4,144 円と

県内で１２番目に高いという状況にある。

【議長】

担当課からの説明に対する質問や意見はあるか。

【委員】

①被保険者数の減少の理由

②令和５年度と令和６年度の収納額の差がある原因

③１人あたりの医療費が伸びている理由

【事務局】

①団塊世代の方々が７５歳となり、後期高齢者医療保険の方に移行したことが要因となっており、

特に令和６年度までが団塊世代ということでその方々の移行が多かった。

また、短時間労働者の社会保険適用拡大が図られたことで国保から社保に切り替わる方々が多く、

被保険者数が減少したと推測される。

②物価高騰の影響で手取が増えず、手取が増えなくても保険税は減らないという生活状況が厳しく

なったことが原因と推測される。

滞納されている方々に対しては財産調査等を行い、滞納処分をしているが、令和６年度に関しては

財産調査をしても差押え可能な財産がなく、厳しい状況というのが伝わってきた。

③医療の高度化が原因と推測される。先進的な医療が進んでおり、1人あたりの診療費が上がって
きてるような状況である。

【会長】

直営診療施設の施設名を教えてほしい。

【事務局】

東郷診療所。そちらに国民健康保険から繰出金を支出している。
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【委員】

県支出金の特別交付金の内訳（保険者努力支援・結核精神・医療費適正化対策・特定健診等負担

金等）を教えてほしい。

【事務局】

市がどれだけ努力したか評価する保険者努力支援については、3,282 万 2,000 円。結核精神につ

いては、9,693 万 2,843 円。県の繰入金が 2,998 万 6,000 円。特定健診等負担金等が 1,380 万円と

なっている。

【議長】

他に質問や意見はあるか。

【委員】

質問、意見なし

（審議）令和８年度日向市国民健康保険税の税率について

【事務局】

現在の国保財政の状況について説明し、委員の皆様からの意見をいただいた。

８ 閉 会


